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■がん治療における「緩和ケア」とは 	

「緩和ケア」は、身体や心の“つらさ”を和らげ、がんと向き合う患者さんを支え、自分らしい
生活を送ることができるようにするための医療です。	

	

がんの治療と並行して、痛みや悩み、つらさに様々な方法で対応します。また、社会生活
を送る上での悩みや家族の悩みなど、生活全体の悩みも含めて対応します。 
 	

「緩和ケア」は“がん”の医療を、単に病気に対する医療としてだけでなく、身体と心、社会
生活、あるいは家族まで含めて支えていく考え方です。患者さんやその家族の、痛みなど
の身体的・精神心理的・社会的・スピリチュアルな問題を早期に発見してケアをすることで、
QOL（生活の質）を改善します。	



■緩和ケアの現状	

現在、日本では緩和ケアが十分に普及しているとは言えないものの、 緩和ケアの必要性
を感じる医師が増えてきました。一般の人々のがん治療に対する考え方も変わりつつあり、
がんになってもできる限り苦痛を取り除く医療を受けることが当たり前になってきました。	

 	

2007年4月に施行された「がん対策基本法」では、痛み等のつらい症状の緩和を目的とし
た治療を早期から、がんの治療と並行して行うことが推進され、2012年6月からは特に、診
断時から適切な緩和ケアを行うことが推奨されています。	  
	

2007年6月に閣議決定された「がん対策推進基本計画」を基に、各都道府県は「がん対策
推進計画」を策定し、緩和ケアの知識、考え方、技術を普及するため、医師に対して日本
全国で緩和ケア研修会が行われるようになりました。	



■「がんと診断された時」からの緩和ケアとは	

がんの進行度に関わらず、身体や心の“つらさ”があれば、緩和ケ
アの対象となります。	  
	  
がんと診断された時から、がんそのものに対する治療と並行して
緩和ケアを受けることが大切です。痛みなどのつらい症状を緩和
する治療を受けると、受けなかった場合に比べて生活の質が向上
するばかりか、生命予後もよくなる可能性があります。	



■緩和ケアを受けるメリット	

 がんの治療中の“つらさ”が緩和され、がん治療そのものに取り
組む意欲が増す。	  
	  

 患者さんや家族の不安や気持ちの落ち込みなど、心の“つら
さ”が和らぎ、がんの検査・治療を自身で選択できるようになる。	  
	  

 がんと診断されたことでおこる就労などの社会的問題をスタッフ
と一緒に考え、解決策を探すことができる。	



■がんと診断された時から緩和ケアを始めることが大切	

  緩和ケアの考え方	   早期からの緩和ケアの有効性	
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■「がん対策基本法」の理念	

＜基本理念＞	  
	  
（１）がんに対する研究の推進	  
（２）がん医療の均てん化の促進	  

（３）がん患者の意向を十分に尊重したがん医療提供	  
	  	  	  	  	  	  	  	  体制の整備	



■法律に明記された「緩和ケアの推進」	

「がん対策基本法」に緩和ケアを推進していくことが明記されました。	

	

第十六条 　	

国及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて疼痛等の緩和を目的と	

する医療が早期から適切に行われるようにすること、居宅においてがん患者	

に対しがん医療を提供するための連携協力体制を確保すること、医療従事者	

に対するがん患者の療養生活の質の維持向上に関する研修の機会を確保	

することその他のがん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を
講ずるものとする。	



国全体のがん対策の方向性を定める基本計画において、	  
全体目標の一つとして「QOLの向上」が定められました。	  
	  
＜第２期がん対策推進基本計画の全体目標＞　（平成24年6月閣議決定）	  
（１）	  　がんによる死亡者の減少	  
（２）　すべてのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上	  
（３）	  　がんになっても安心して暮らせる社会の構築	

■がん対策の方向性	



■「治療の初期段階」から「がんと診断された時」へ	

「がん対策推進基本計画」の見直しに伴い、緩和ケアの開始の時期がより	  
明確化しました。	  
	  
＜第１期がん対策推進基本計画における重点課題＞（平成19年6月閣議決定）　	  

	  治療の初期段階からの緩和ケアの実施	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  ⇩	  
＜第２期がん対策推進基本計画における重点課題＞（平成24年6月閣議決定）　	  

	  がんと診断された時からの緩和ケアの推進	



■普及のしくみと活動	

PEACEプロジェクト	
医師に対する緩和ケア教育プログラム ： 医師に対して	  
幅広く緩和ケアの基礎的な知識、技術を普及させていく	

h#p://www.jspm-‐peace.jp/	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	   	   	  オレンジバルーンプロジェクト 	   	   	  	  
	   	   	  緩和ケアの正しい知識を広める	

	   	   	  h#p://www.kanwacare.net/	  
	   	   	  h#p://www.facebook.com/orange.balloon.project	
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■普及の現状	

 緩和ケア研修会指導者の数　（平成25年2月17日現在）	

	

          緩和ケア 	 	：1,858名	（うち、PEACE指導者研修修了者　1,736名）	

          精神腫瘍学 	：　750名	（うち、PEACE指導者研修修了者　  693名）	

	  
 全国で開催された緩和ケア研修会 	： 2,020回	
 全国の緩和ケア研修会の修了者数	：36,647名 
（平成24年9月30日現在）	



■包括的がん医療（WHOの図）	
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  WHOの図は、従来のがん医療モデルとの対比として作成されて
おり、必ずしも実臨床と同じではありませんが、治療の初期からが
ん治療と並行して緩和ケアが行われるイメージを現しています。	  
	

 がんの治療と緩和ケアは別々に提供されるものではなく、有機的
な連携を持って継続的に提供されるものです。	

■包括的がん医療のWHOの図について	



■全人的苦痛とは	
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■全人的苦痛について	

  患者・家族が抱える全人的苦痛（トータルペイン）のそれぞれの領域は密
接に関連し、相互に影響を与えます。 
	

  生命を脅かす危機にさらされた時や、その人の尊厳が傷つけられた時など、
その人を支えてきた存在の意味や目的が揺るがされることにより表出しま
す。スピリチュアルな苦痛は、身体的苦痛や精神心理的苦痛、社会的苦痛
のいずれにも共通する根源的な苦しみととらえる見方もあります。 
	

  その時「自分の生き方、存在の意味、生きる目的」などを見つめるというよ
うな内的自己の探求に向かう場合もあれば、「何か大いなる力、超越者、
自然」といった「自分以外の偉大な外的な存在」に向かう場合もあります。	



■患者・家族から見た望ましい緩和ケア	

  日本人が共通して重要だと考えること	

  身体的、心理的な苦痛がないこと	
  望んだ場所ですごすこと	
  医療スタッフとの良好な関係	
  希望や楽しみがあること	
  他者の負担にならないこと	
  家族との良好な関係	
  自立していること	
  落ち着いた環境で過ごすこと	
  人として尊重されること	
  人生を全うしたと感じられること	

  人によって重要さが異なること	
  自然なかたちで亡くなること	
  他人に感謝し、心の準備ができること	
  役割を果たせること	
  死を意識しないで過ごすこと	
  納得するまでがんと闘うこと	
  自尊心を保つこと	
  残された時間を知り、準備をすること	
  信仰をもつこと	  
	

全人的苦痛と望ましい緩和ケアのあり方を考えるうえで、参考として、「日本人が『望まし
い死』を迎えるために重要だと考えていること」を示します。	

（出典：Ann	  Oncol.	  2007;18:1090-‐1097）	



■身体の苦痛をとるために	

がん疼痛は治療可能であり、治療されるべきです。	

「痛み」は体調そのものや心の状態に大きな影響を与え、放置すると治療
が難しくなります。	

非オピオイド鎮痛薬、オピオイド鎮痛薬、鎮痛補助薬を、痛みの機序に応
じて適切に組み合わせることで、良好な鎮痛が得られます。	

薬物療法とセルフケアを同時に行うことで、より効果的な疼痛緩和が行え
ます。コミュニケーションで患者や家族が工夫していること(セルフケア)を
引き出し、大切な情報として患者・家族・看護師・医師とで共有することで
治療効果をより高めることができます。	

	

	



 患者さんに痛みを我慢させない。	
 痛みを気軽に訴えられるよう配慮する。	
 日常の診療で痛みについて、常に患者さんと話し合う。	
 なるべく早くから痛みに対応する。	
 医療用麻薬を開始するときには、患者さんや家族の不安や
気がかりに丁寧に対応する。	

■身体の苦痛をとる工夫	



■心の苦痛をとるために「気持ちのつらさ」のケア	

身体と心のケアは複合的に行うもので、「気持ちのつらさ」とは、感情面
における不快な体験全般を含む幅広い概念です。	

痛みや不快な症状などにより気分がひどく落ち込むこともあり、気分が
落ち込むと痛みをさらに強く感じることも少なくありません。気分の落ち
込み（うつ）や不眠は生活の質（QOL）を低下させます。	

こうした悩みについては、精神腫瘍医（精神科医、心療内科医）などが
カウンセリングを行うとともに、必要に応じて抗うつ剤や睡眠導入剤を
適切に処方します。	



■治療の苦痛をとりのぞくために	

痛みやつらい症状を取り除くことで、療養するための体力や気力がわき
ます。がんの治療中には、口や喉の乾き、食欲不振、吐き気、嘔吐、飲
み込みにくいなどの症状が出ることがあります。	

緩和ケアの専門家は、治療の段階や、痛みやつらさの原因や種類に応
じて、さまざまな薬や治療法の中からふさわしいものを組み合わせて対
処します。	

緩和ケアを積極的に取り入れて、痛みや症状をやわらげることで、治療
の効果が最大限に上がります。	



■地域連携の大切さ	

誰もがいつでもどこでもその人に最適な緩和ケアが受けられる社会に
するには、地域の中でのネットワークがとても大切です。	  

地域の中で医療従事者同士のコミュニケーション・連携を良くし、家庭や
地域での療養を選べる環境を整えることで、がんになっても安心して暮
らせる社会をつくることが可能です。	

具体的には外来で専門的な緩和ケアが受けられる体制の整備、かかり
つけ医との協力や連携をすすめると同時に、患者さんへの普及啓発が
必要です。	



■適切に緩和ケアを受けるために	

症状や環境に合わせて治療の初期から上手に緩和ケアを取り入
れることで、QOLが上がります。痛みやつらさを感じたら、放置せず
すぐに医療スタッフに伝えることが大切です。	  

専門的な緩和ケアを受けるには、大きく分けて３つの方法があります。	  

  病院でがんの治療中に受ける　 ……………………緩和ケアチーム	
  自宅で療養中に受ける　 ……………………………在宅ケア	
  入院して専門的な緩和ケアを集中的に受ける　……緩和ケア病棟	



■緩和ケアチームに関わる主な職種と役割	

身体の症状を担当する医師	 主に痛みや息苦しさなど、身体のつらい症状の緩和を担当	

精神の症状を担当する医師
（または心理士）	

主に不安や気分の落ち込み、不眠、イライラなどの精神的な症状
の緩和を担当	

看護師	
日常生活や看護あるいは看病を含めたがん療養の方法や注意点
などの相談を担当	

薬剤師	
患者さんへの薬の説明のほか、医師や看護師への専門的なアド
バイスを担当	

医療ソーシャルワーカー	
医療費や社会福祉制度、転院や退院後の生活環境の整備、社会
生活のサポートを担当	



わが国における緩和ケア	  
	  2013年3月	


